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横 浜 市 条 例 （ 番 号 ）  

横 浜 市 将 来 に わ た る 責 任 あ る 財 政 運 営 の 推 進 に 関 す る 条 例  

（ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 横 浜 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。） が 行 政 需 要 の 高 度 化 及 び 多

様 化 そ の 他 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に 的 確 に 対 応 し つ つ 、 柔 軟 で 持 続 可 能 な 財 政

構 造 を 構 築 し 、 自 主 的 か つ 総 合 的 な 施 策 を 実 施 す る た め 、 市 の 財 政 運 営 に 関 す

る 基 本 原 則 、 市 長 、 議 会 及 び 市 民 の 責 務 そ の 他 財 政 運 営 に 必 要 な 事 項 を 定 め る

こ と に よ り 、 市 民 の 受 益 と 負 担 の 均 衡 を 図 り つ つ 、 必 要 な 施 策 の 推 進 と 財 政 の

健 全 性 の 維 持 と の 両 立 を 図 り 、 も っ て 将 来 に わ た る 責 任 あ る 財 政 運 営 の 推 進 に

資 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 財 政 運 営 の 基 本 原 則 ） 

第 ２ 条  市 の 財 政 運 営 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 に 掲 げ る 基 本 原 則 に よ

り 、 中 長 期 的 な 視 点 を 持 っ て 進 め る も の と す る 。 

(1) 市 の 歳 入 及 び 歳 出 の 不 断 の 見 直 し を 通 じ て 、 安 定 的 で 持 続 性 の あ る 財 政 運 

営 を 目 指 す と と も に 、 社 会 経 済 情 勢 の 著 し い 変 動 等 に よ る 市 の 歳 入 の 減 少 又 

は 歳 出 の 増 加 が 市 の 財 政 及 び 市 民 生 活 に 与 え る 影 響 を 軽 減 す る よ う に 図 ら れ 

る こ と 。 

(2) 市 の 資 産 に つ い て 、 そ の 保 有 の 必 要 性 を 厳 格 に 判 断 し 、 適 正 に 管 理 し 、 及 

び 有 効 に 活 用 す る と と も に 、 将 来 の 世 代 の 負 担 に 配 慮 し た 適 切 な 水 準 を 維 持 

す る こ と 。 

(3) 公 共 サ ー ビ ス に 係 る 市 民 の 受 益 と 負 担 の 均 衡 が 図 ら れ る こ と 。 

（ 責 務 ） 

第 ３ 条  市 長 は 、 市 民 の 信 託 に 基 づ く 執 行 機 関 の 長 と し て 、 前 条 の 基 本 原 則 に の

っ と り 、 予 算 の 編 成 及 び そ の 適 正 な 執 行 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

２  議 会 は 、 市 民 の 信 託 に 基 づ く 市 民 の 代 表 機 関 と し て 、 前 条 の 基 本 原 則 に の っ

と り 、 予 算 を 議 決 し 、 予 算 の 執 行 を 監 視 し 、 及 び 決 算 を 認 定 し な け れ ば な ら な

い 。 

３  市 民 は 、 行 政 活 動 に よ っ て 得 ら れ る 利 益 及 び 公 共 サ ー ビ ス が 市 民 の 相 応 の 負

担 の 上 に 成 り 立 っ て い る こ と を 認 識 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 目 標 の 設 定 ） 



第 ４ 条  市 長 は 、 第 １ 条 の 目 的 を 達 成 し 、 及 び 将 来 に わ た る 市 民 生 活 の 安 定 を 確

保 す る た め 、 横 浜 市 議 会 基 本 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 １ ６ 号 ） 第 １

３ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 基 本 計 画 （ 以 下 「 基 本 計 画 」 と い う 。） に お い て 、 財 政

の 健 全 性 の 維 持 の た め の 目 標 を 設 定 す る も の と す る 。 

２  市 長 は 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 を 勘 案 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 の

目 標 を 変 更 す る こ と が で き る 。 

（ 取 組 ） 

第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 目 標 の 達 成 に 資 す る 実 効 性 の あ る 取 組 を 基 本 計 画

に お い て 定 め る と と も に 、 取 組 の 進 捗 状 況 を 議 会 に 報 告 す る も の と す る 。 

２  市 長 は 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 を 勘 案 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 の

取 組 を 変 更 す る こ と が で き る 。 

（ 財 政 の 健 全 性 に 関 す る 比 率 の 推 計 ） 

第 ６ 条   市 長 は 、 基 本 計 画 の 策 定 時 に 、 当 該 計 画 の 期 間 に お け る 次 に 掲 げ る 比 率

を 推 計 し 、 こ れ を 議 会 に 報 告 す る と と も に 、 公 表 す る も の と す る 。 

(1) 実 質 赤 字 比 率 （ 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ９ 年 法

律 第 ９ ４ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 実 質 赤 字 比 率 を

い う 。）  

(2) 連 結 実 質 赤 字 比 率 （ 法 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 連 結 実 質 赤 字 比 率 を い う 。  

 ）  

(3) 実 質 公 債 費 比 率 （ 法 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 実 質 公 債 費 比 率 を い う 。）  

(4) 将 来 負 担 比 率 （ 法 第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 将 来 負 担 比 率 を い う 。）  

（ 財 務 書 類 の 作 成 ） 

第 ７ 条  市 長 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 233 条 に 定 め る 書 類

の ほ か 、 毎 年 度 、 貸 借 対 照 表 そ の 他 の 財 務 書 類 を 作 成 し 、 こ れ を 議 会 に 提 出 す

る と と も に 、 公 表 す る も の と す る 。 

（ 財 政 運 営 の 配 慮 事 項 ） 

第 ８ 条  市 の 財 政 運 営 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 配 慮 し な が ら 進 め る も の と す る 。 

(1) 市 は 、 公 共 施 設 に よ っ て 提 供 す る 機 能 に つ い て 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 及 び

財 政 状 況 等 に 適 合 し た 必 要 性 の 高 い 機 能 を 確 保 す る た め 、 既 存 施 設 の 有 効 活

用 、 適 切 な 施 設 配 置 及 び 機 能 転 換 、 運 営 形 態 の 見 直 し 並 び に 利 用 環 境 の 改 善 



・ 運 営 の 効 率 化 を 推 進 す る も の と す る こ と 。 

(2) 市 は 、 使 用 料 、 手 数 料 、 負 担 金 等 に 関 し 、 市 民 の 受 益 と 負 担 の 適 正 化 を 図

る た め 、 定 期 的 に 又 は 必 要 に 応 じ て 総 合 的 な 見 直 し を 行 う も の と す る こ と 。 

(3) 市 は 、 補 助 金 等 （ 市 が 市 以 外 の 者 に 対 し て 交 付 す る 補 助 金 、 交 付 金 、 利 子

補 給 金 そ の 他 の 給 付 金 で 相 当 の 反 対 給 付 を 受 け な い も の （ 市 長 が 指 定 す る も

の を 除 く 。） を い う 。） に 関 し 、 補 助 の 必 要 性 及 び 効 果 、 補 助 率 又 は 補 助 金

額 の 適 正 化 等 の 観 点 か ら 定 期 的 に 又 は 必 要 に 応 じ て 見 直 し を 行 う も の と す る

こ と 。 

(4) 市 は 、 市 民 と 財 政 に 関 す る 情 報 を 共 有 し 、 財 政 に 関 す る 理 解 を 深 め 、 か つ 

、 財 政 運 営 の 透 明 性 を 高 め る た め 、 当 該 情 報 に つ い て 、 分 か り や す い 資 料 を

作 成 し 、 こ れ を 市 民 に 公 表 す る と と も に 、 市 政 へ の 信 頼 性 を 向 上 さ せ る よ う

努 め る も の と す る こ と 。 

(5) 市 は 、 円 滑 な 資 金 調 達 に 資 す る た め 、 地 方 債 の 引 受 け が 予 定 さ れ る 金 融 機

関 等 に 対 し ， 分 か り や す い 財 政 に 関 す る 情 報 の 提 供 に 努 め る も の と す る こ と  

 。 

附  則 

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 

   提  案  理  由 

 市 の 財 政 運 営 に 関 す る 基 本 原 則 、 市 長 、 議 会 及 び 市 民 の 責 務 そ の 他 財 政 運 営 に

必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 市 民 の 受 益 と 負 担 の 均 衡 を 図 り つ つ 、 必 要 な 施

策 の 推 進 と 財 政 の 健 全 性 の 維 持 と の 両 立 を 図 り 、 も っ て 将 来 に わ た る 責 任 あ る 財

政 運 営 の 推 進 に 資 す る た め 、 横 浜 市 将 来 に わ た る 責 任 あ る 財 政 運 営 の 推 進 に 関 す

る 条 例 を 制 定 し た い の で 提 案 す る 。 
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